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〔
商
法
　
二
八
○
〕

商
法
三
五
〇
条
一
項
の
株
券
提
出
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た

未
提
出
株
券
の
交
付
に
よ
る
株
式
譲
渡
の
効
力

122

（
難
灘
鱗
謬
ザ
イ
会
四
…
四
。
頁
）

〔
判
示
事
項
〕

一
、
商
法
三
五
〇
条
一
項
の
株
券
提
出
期
間
満
了
に
よ
り
、
未
提
出
株
券

は
そ
の
善
意
の
譲
受
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
無
効
と
な
る

二
、
右
未
提
出
株
券
の
交
付
に
よ
る
株
式
譲
渡
の
効
力

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
〇
四
条
・
二
〇
五
条
・
二
二
五
条
八
号
・
三
四
八
条
一
項
・
三

五
〇
条

〔
事
　
実
〕

　
Y
株
式
会
社
は
、
昭
和
四
九
年
一
一
月
三
〇
日
の
定
時
株
主
総
会
に
お

い
て
、
「
当
会
社
の
株
式
を
譲
渡
す
る
に
は
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
」

旨
の
定
款
規
定
を
設
け
る
決
議
を
な
し
た
。
そ
し
て
引
き
続
き
商
法
三
五

〇
条
一
項
の
公
告
・
通
知
を
な
し
、
同
条
項
の
株
券
提
出
期
間
は
昭
和
五

〇
年
二
月
二
八
日
に
満
了
し
た
（
株
式
譲
渡
制
限
の
旨
の
登
記
は
同
年
三
月
一

日
に
な
さ
れ
た
）
。
と
こ
ろ
が
Y
社
の
株
主
A
は
、
右
期
間
内
に
株
券
を
提

出
せ
ず
、
し
か
も
昭
和
五
五
年
三
月
一
一
日
、
X
に
対
し
て
右
未
提
出
株

券
を
交
付
し
株
式
譲
渡
の
合
意
を
な
し
た
．
そ
こ
で
、
X
は
Y
社
に
対
し

株
主
名
簿
の
名
義
書
換
を
求
め
た
．
こ
れ
が
本
件
で
あ
る
．

　
Y
社
は
X
の
請
求
を
拒
絶
す
る
．
そ
の
理
由
は
、
三
五
〇
条
一
項
の
株

券
提
出
期
間
の
満
了
に
よ
り
未
提
出
株
券
は
無
効
と
な
っ
た
か
ら
、
A
X

間
の
株
式
譲
渡
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
株
式
譲
渡
は
、
Y
社
取
締

役
会
の
承
認
を
得
て
い
な
い
か
ら
Y
社
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
、
と

い
う
二
段
構
え
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
X
は
、
本
件
株
券
が
未

提
出
株
券
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
右
株
式
譲
渡
制
限
の
定
款
規
定
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
こ
の
よ
う
な
善
意
の
譲
受
人
に
対
し
て
は
、

株
式
の
自
由
譲
渡
性
や
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
、
未
提
出
株
券

の
無
効
お
よ
び
定
款
の
株
式
譲
渡
制
限
規
定
の
効
力
を
も
っ
て
Y
社
は
対
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抗
で
ぎ
な
い
、
と
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

「
定
款
に
株
式
譲
渡
を
制
限
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
株
券
に
記
載
し
て
取
締
役
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

（
商
塗
三
五
条
八
号
）
、
定
款
変
更
に
よ
り
右
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
場
合

に
は
、
会
社
は
、
既
発
行
の
株
券
を
回
収
し
て
そ
の
流
通
を
止
め
る
一
方
、

新
た
に
そ
の
旨
の
記
載
あ
る
株
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
商
法

三
五
〇
条
一
項
の
株
券
提
出
制
度
は
、
こ
の
既
発
行
の
株
券
を
回
収
し
て

そ
の
流
通
を
止
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

未
提
出
株
券
は
、
株
券
と
し
て
は
当
然
に
無
効
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
交

付
が
行
わ
れ
て
も
、
株
式
譲
渡
の
効
力
は
全
く
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
．
な
ぜ
な
ら
、
株
式
の
譲
渡
方
法
を
規
定
し
た
商
法
二

〇
五
条
一
項
に
い
う
『
株
券
』
と
は
、
有
効
な
株
券
を
前
提
に
し
て
い
る

も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
X
は
、
未
提
出
株
券
が
無
効
な
株
券
で
あ
る
こ
と
を
絶
対

的
に
主
張
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
未
提
出
株
券
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
善

意
で
こ
れ
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
株
式
を
取
得
で
き
な
く
な
り
、
株
式
の

自
由
譲
渡
性
や
取
引
の
安
全
を
著
し
く
害
す
る
の
で
、
右
無
効
は
善
意
の

譲
受
人
に
対
し
て
は
主
張
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す

る
。
し
か
し
、
定
款
変
更
に
よ
り
株
式
譲
渡
を
制
限
す
る
旨
の
規
定
を
設

け
る
に
際
し
、
既
発
行
株
券
の
回
収
を
集
団
的
、
画
一
的
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
未
提
出
株
券
の
効
力
の
問

題
は
絶
対
的
に
決
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
仮
に
、
X
の
主
張
を
認
め

る
と
す
る
な
ら
ば
、
商
法
三
五
〇
条
一
項
の
株
券
提
出
制
度
の
趣
旨
ひ
い

て
は
定
款
変
更
に
よ
る
株
式
の
譲
渡
制
限
の
制
度
の
趣
旨
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
に
到
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
X
の
右
未
提
出
株

券
の
効
力
に
つ
い
て
の
主
張
は
、
到
底
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

　
以
上
の
と
お
り
、
本
件
株
券
は
、
前
記
抗
弁
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
未
提
出
株
券
と
し
て
昭
和
五
〇
年
三
月
一
日
以
降
は
無
効
な
株
券
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
の
本
件
株
券
の
交
付
に
よ
る
本
件
株
式
の
譲
渡

は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
も
何
ら
の
効
力
を
生
じ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
Y
社
の
抗
弁
は
、
Y
社
の
株
式
譲
渡
を
制
限
す
る
旨
の
定

款
七
条
の
規
定
の
効
力
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
理
由
が

あ
る
こ
と
に
な
り
、
X
は
、
Y
社
に
対
し
て
本
件
株
式
に
つ
い
て
名
義
書

換
を
請
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」

〔
研
　
究
〕

胴
、
株
式
会
社
に
お
い
て
、
定
款
を
変
更
し
、
株
式
の
譲
渡
に
つ
い
て
取

締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
株
券
・
端

株
券
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
塗
三
五
条
八
号
二
…
O
条
の
三

第
三
項
一
号
）
．
そ
の
た
め
．
商
法
は
株
券
・
端
株
券
の
会
社
へ
の
提
出
手

続
を
定
め
（
商
法
三
五
〇
条
）
（
な
お
、
三
五
〇
条
に
は
昭
和
五
六
年
改
正
に
よ
り
、

端
株
券
に
関
す
る
追
加
修
正
お
よ
び
準
用
条
文
の
変
更
修
正
が
行
わ
れ
た
。
本
件
は

改
正
以
前
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
が
、
規
定
内
容
に
実
質
的
な
変
化
は

な
い
．
以
下
に
お
い
て
は
株
券
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
）
、
こ
の
提
出
期
間
満

了
の
時
に
譲
渡
制
限
の
効
力
が
発
生
す
る
と
し
て
い
る
（
商
法
三
五
〇
条
二

項
）
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
手
続
が
行
わ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず

123
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未
提
出
株
券
が
生
じ
、
し
か
も
株
券
提
出
期
間
経
過
後
に
、
当
該
未
提
出

株
券
に
対
応
す
る
株
式
が
譲
渡
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
関
係
は
ど
う

な
る
か
．
本
判
決
は
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
採
り
挙
げ
た
、
お
そ
ら
く
唯

一
の
裁
判
例
で
あ
る
．

　
さ
て
、
X
の
請
求
を
退
け
る
本
判
決
の
理
論
は
、
商
法
三
五
〇
条
一
項

の
株
券
提
出
期
間
満
了
に
よ
り
未
提
出
株
券
は
無
効
と
な
る
．
無
効
な
株

券
の
交
付
に
よ
る
株
式
譲
渡
は
、
商
法
二
〇
五
条
一
項
に
反
し
当
事
者
間

で
も
全
く
効
力
を
生
じ
な
い
。
従
っ
て
X
は
無
権
利
者
で
あ
り
、
名
義
書

換
を
請
求
す
る
権
利
を
有
さ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
な
が

ら
結
論
は
と
も
か
く
、
こ
の
判
決
理
論
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
以

下
、
検
討
し
て
み
よ
う
．

二
、
商
法
三
五
〇
条
一
項
の
株
券
提
出
期
間
の
満
了
に
よ
り
、
旧
株
券
は

無
効
と
な
る
（
同
条
項
に
よ
り
、
会
社
は
未
提
出
株
券
は
無
効
に
な
る
旨
を
公
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
つ
ま
り
株
式
を
表
章
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
．

従
っ
て
そ
れ
に
よ
る
善
意
取
得
は
で
き
な
い
、
と
解
す
る
点
に
異
論
は
な

い
（
神
崎
克
郎
・
注
釈
会
社
法
⑧
の
ー
（
昭
和
四
四
年
）
五
六
～
五
七
頁
、
田
村
淳

之
輔
「
昭
和
五
七
年
度
民
事
主
要
判
例
解
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
五
号
（
昭
和
五

八
年
）
一
七
五
頁
。
最
判
昭
和
六
〇
年
三
月
七
日
・
民
集
三
九
巻
二
号
一
〇
七
頁
）
．

で
は
、
未
提
出
に
よ
り
失
効
し
た
株
券
の
交
付
に
よ
る
株
式
譲
渡
の
効
力

は
ど
う
か
。
本
判
決
は
、
当
然
に
商
法
二
〇
五
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
と

解
し
、
無
効
株
券
の
交
付
に
よ
る
譲
渡
は
当
事
者
間
に
お
い
て
も
効
力
を

生
じ
な
い
と
す
る
．
し
か
し
こ
れ
は
株
券
が
失
効
し
た
場
合
だ
か
ら
、
二

〇
五
条
一
項
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
場
合
と
は
解
せ
な
い
。
む
し
ろ
、
新

株
券
発
行
前
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
商
法
二
〇
四
条
二
項

を
適
用
す
べ
き
場
合
だ
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
除
権
判
決
後
、
新
株
券
発
行
ま

で
の
場
合
に
つ
き
、
河
本
一
郎
・
新
版
注
釈
会
社
法
働
（
昭
和
六
一
年
）
一
六
六
頁

参
照
）
。

　
二
〇
四
条
二
項
に
よ
る
と
、
株
券
発
行
前
の
株
式
譲
渡
は
会
社
に
対
し

て
効
力
を
生
じ
な
い
。
け
れ
ど
も
譲
渡
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
有
効
な

株
式
譲
渡
が
で
き
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
（
高
鳥
正
夫
．
会
社
法
（
改

訂
版
）
（
昭
和
五
八
年
）
一
一
五
頁
）
。
そ
こ
で
X
は
、
株
式
を
有
し
な
が
ら
も
、

Y
社
に
対
し
て
は
そ
れ
を
主
張
で
き
な
い
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
X
は
、
そ
れ
が
未
提
出
株
券
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
譲
り

受
け
た
者
に
は
、
Y
社
は
当
該
株
券
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
と
解
す
べ

き
だ
と
い
う
．
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
，
株
式
の
自
由
譲
渡
性
と
取
引

安
全
の
保
護
を
挙
げ
る
．
こ
の
X
の
主
張
が
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

す
る
と
、
善
意
の
譲
受
人
と
の
関
係
で
は
二
〇
四
条
二
項
は
制
限
的
に
解

さ
れ
る
1
新
株
券
発
行
前
の
未
提
出
株
券
の
交
付
に
よ
る
株
式
譲
渡
の

効
力
を
、
無
効
株
券
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
は
、
会
社
は
善

意
の
譲
受
人
と
の
関
係
で
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
な
が

ら
二
〇
四
条
二
項
の
適
用
に
よ
り
、
当
事
者
間
で
は
有
効
に
株
式
譲
渡
を

な
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
は
あ
る
が
、
株
式
の
自
由
譲
渡
性
や

取
引
の
安
全
保
護
は
一
応
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
旧
株
券
回
収
、

新
株
券
発
行
の
事
務
手
続
を
円
滑
、
迅
速
に
行
う
た
め
に
、
旧
株
券
を
失

効
さ
せ
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。
し
か
も
、
当
該
株
券
が
未
提
出
株
券
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
譲
受
人
は
、
定
款
の
株
式
譲
渡
制
限
の
定
め
も
知

124
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ら
な
い
こ
と
が
事
実
上
多
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
は
す
で
に

株
式
譲
渡
制
限
の
旨
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
株
券
に
そ
の

旨
の
記
載
が
な
い
と
、
会
社
は
善
意
の
第
三
者
に
は
そ
れ
を
対
抗
で
き
な

い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
（
北
沢
正
啓
・
会
社
法
〔
新
版
〕
（
昭
和
五
七
年
）

一
九
七
頁
、
木
内
宜
彦
・
会
社
法
（
昭
和
五
八
年
）
二
五
二
頁
、
大
隅
健
一
郎
”
今

井
宏
・
最
新
会
社
法
概
説
（
昭
和
五
九
年
）
七
三
頁
、
上
柳
克
郎
・
新
版
注
釈
会
社

法
⑥
（
昭
和
六
一
年
）
五
九
頁
、
鈴
木
竹
雄
”
竹
内
昭
夫
・
会
社
法
〔
新
版
〕
（
昭
和

六
二
年
）
一
四
九
頁
）
．
こ
の
通
説
を
前
提
に
X
の
主
張
を
認
め
る
と
、
会

社
は
善
意
の
譲
受
人
に
対
し
て
未
提
出
株
券
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
が
、

そ
れ
に
加
え
て
会
社
は
、
株
式
の
譲
渡
制
限
を
も
主
張
で
き
な
い
場
合
が

多
く
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
．
こ
の
意
味
で
、
本
判
決
が
X
の
主

張
を
認
め
る
と
、
「
定
款
変
更
に
よ
る
株
式
の
譲
渡
制
限
の
制
度
の
趣
旨

が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
到
る
」
と
論
じ
て
い
る
点
に
賛
成
で
き
る
．
以
上

の
理
由
で
、
X
の
右
主
張
は
否
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
．

三
、
X
の
主
張
は
善
意
者
保
護
の
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
、
株
券
提
出
期
間
経
過
後
の
株
式
譲
渡
の
効
力
を
、
対
会
社

関
係
に
お
い
て
も
1
譲
受
人
の
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
ー
肯
定
す
る

所
説
が
あ
る
（
岩
原
紳
作
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
」
法
学
協
会
雑
誌
九
六

巻
二
号
（
昭
和
五
四
年
）
二
三
三
頁
、
上
田
宏
「
共
有
株
式
の
権
利
行
使
者
の
指
定

と
民
法
八
二
六
条
」
会
社
判
例
百
選
（
第
四
版
）
（
昭
和
五
八
年
）
四
一
頁
。
株
券
併

合
の
場
合
に
つ
き
、
河
本
一
郎
「
商
法
三
七
八
条
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
旬
刊
商
事

法
務
研
究
七
八
号
（
昭
和
三
二
年
）
三
一
～
三
二
頁
、
八
木
弘
”
神
崎
克
郎
・
注
釈

会
社
法
㈹
の
ー
（
昭
和
四
四
年
）
九
一
～
九
二
頁
）
．
そ
し
て
対
会
社
関
係
の
効

力
ま
で
認
め
て
も
、
株
式
譲
渡
制
限
の
目
的
は
達
成
で
き
る
と
す
る
（
岩

原
・
前
掲
一
…
三
頁
）
．
確
か
に
、
未
提
出
株
券
は
失
効
し
て
い
る
か
ら
、
当

該
株
券
に
株
式
譲
渡
制
限
の
旨
の
記
載
が
な
く
て
も
、
登
記
が
な
さ
れ
て

い
る
限
り
、
会
社
は
善
意
の
譲
受
人
に
対
し
て
も
譲
渡
制
限
を
対
抗
で
き

る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
（
商
法
一
二
条
）
。
し
か
し
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ

の
所
説
で
は
二
〇
四
条
二
項
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
が
（
河
本
・
前
掲
・

旬
刊
商
事
法
務
研
究
七
八
号
三
一
頁
、
八
木
”
神
崎
・
前
掲
九
二
頁
、
岩
原
・
前
掲

二
三
六
頁
注
（
5
）
）
、
こ
の
点
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
所
説
は
、
譲
受
人
は
会
社
に
対
し
て
新
株
券
の
交

付
を
請
求
し
う
る
と
解
し
、
こ
れ
に
よ
り
同
条
項
と
の
調
整
を
図
る
よ
う

で
あ
る
（
河
本
・
前
掲
・
旬
刊
商
事
法
務
研
究
七
八
号
三
一
～
三
二
頁
、
八
木
”

神
崎
・
前
掲
九
二
頁
）
．
け
れ
ど
も
、
新
株
券
交
付
を
請
求
で
き
る
の
は
株

主
で
あ
り
（
新
株
券
交
付
請
求
権
を
株
式
本
体
と
独
立
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
（
河
本
・
前
掲
・
旬
刊
商
事
法
務
研
究
七
八
号
三
二
頁
。
な
お
、
鴻
常

夫
．
新
版
注
釈
会
社
法
働
（
昭
和
六
一
年
）
九
八
頁
参
照
）
）
、
し
か
も
譲
受
人

は
二
〇
四
条
二
項
に
よ
り
、
株
式
譲
渡
の
効
力
を
会
社
に
主
張
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
譲
受
人
が
新
株
券
交
付
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
構
成
自

体
に
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
河
李
前
掲
・
旬

刊
商
事
法
務
研
究
七
八
号
三
一
頁
は
、
株
券
発
行
前
の
株
式
譲
渡
は
会
社
に
対
し
て

も
有
効
で
あ
る
が
、
譲
受
人
は
株
券
交
付
請
求
権
以
外
は
主
張
で
き
な
い
と
す
る
。

し
か
し
、
株
券
交
付
請
求
権
の
み
を
特
別
扱
い
す
る
理
由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

疑
問
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
．
右
所
説
に
も
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
、
本
件
A
X
間
の
株
式
譲
渡
は
、
二
〇
四
条
二
項
の
株
券
発
行
前
の
株
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式
譲
渡
で
あ
る
。
本
判
決
は
二
〇
五
条
一
項
を
適
用
す
る
が
、
新
株
券
発

行
の
不
当
遅
滞
の
場
合
を
考
え
る
と
妥
当
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
本
件
X
の
善
意
者
保
護
の
主
張
や
、
対
会
社
関
係

に
お
い
て
も
効
力
の
あ
る
株
式
譲
渡
を
な
し
う
る
と
す
る
所
説
も
採
り
え

な
い
。
従
っ
て
、

是
認
し
う
る
が
、

た
と
考
え
る
。

X
の
名
義
書
換
請
求
権
を
否
定
し
た
本
判
決
の
結
論
は

そ
の
理
由
は
二
〇
四
条
二
項
に
も
と
め
る
べ
き
で
あ
っ

山
本
　
爲
三
郎
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